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第１章 策定の趣旨等                

 

１ 計画策定の背景                                   

 平成 18 年に自殺対策基本法が制定され、それまで「個人の問題」とされていた自殺が「社

会の問題」として広く認識されるようになり、国を挙げて自殺対策を総合的に推進した結果、

自殺者は減少傾向となっています。しかし、自殺者数の累計は毎年２万人を超える水準であ

り、自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）は、主要先進７か国の中で最も高く、非

常事態はいまだ続いていると言わざるを得ません。 

 そうした中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して自殺対策を更に

推進するため、平成２８年に、自殺対策基本法が改正され、全ての自治体が「自殺対策計画」

を策定することとなりました。 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけで

なく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があること

が知られています（図１）。自殺に至る心理としては、様々な悩みが原因で追い詰められ自殺

以外の選択肢が考えられない状態に陥ったり、社会とのつながりの減少や生きていても役に

立たないという役割喪失感から、また与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感から、

危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と見ることができます。自殺に追い込まれると

いう危機は「誰にでも起こり得る危機」といえます。 

 そのため、自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関係施策との有機的な連

携が図られ、「生きることの包括的な支援」として実施する必要があります。「生きるを支え

合うまち小樽」の実現を目指し、本市における「生きる支援」に関連する事業を自殺対策の

視点で捉えて展開し、自殺対策を推進していくため「小樽市自殺対策計画」を策定しました。 
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図１ 自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 

 

 

２ 計画の位置づけ                                 

 本計画は、平成２８年に改正された自殺対策基本法に基づき、同法第１３条第２項に定め

る「市町村自殺対策計画」として、国の定める「自殺総合対策大綱」及び「北海道自殺対策

行動計画」の趣旨を踏まえて、策定するものです。 

 また、市の「総合計画」の下部計画として位置づけるとともに、「小樽市健康増進計画」等

の関連計画との整合性を図ります。 
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３ 計画の期間                                   

 「小樽市健康増進計画『第２次健康おたる２１』」が平成３４年度（新元号 4 年度）まで

の計画となっているため、本計画と整合性を持たせるため、平成３１～新元号４年度としま

す。 

 
平成 

２９年度 
平成 

３０年度 

平成 

３１年度 

新元号 

元年度 

新元号 

２年度 
新元号 

３年度 
新元号 

４年度 

小樽市自殺対策計画 
 

策定 
    

小樽市健康増進計画「第２次

健康おたる２１」 
策定 

     

 

 

４ 計画の数値目標                                 

 自殺総合対策大綱では、国の目標として、自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）

を新元号８年（平成３８年）までに、平成２７年の１８.５と比べて３０％以上減少させ、 

１３.０以下と先進諸国の水準まで減少させることとしています。 

 平成２７年 
新元号８年 

目標値 

全国 

自殺死亡率 
（人口動態統計） 

１８.５ １３.０以下 

 小樽市の自殺死亡率を単年でみると、少数の差異が率に影響を及ぼすため、目標値は複数

年の平均値を用いることとします。 

国が、新元号８年までに自殺死亡率の３０％減少を目標としていることを踏まえ、小樽市

においては、平成２５年～２７年の自殺死亡率の平均値１８.１に比べて、計画期間開始後の

平成 31 年～新元号４年の４年間の平均値を１５％減少させて、１５.３以下にすることを目

指します。 

 平成２５年 平成２６年 平成２７年 
3 年間の 

平均値 

目標値 

平成 31 年～ 

新元号４年の 

平均値 

小樽市 

自殺死亡率 
１７.９ １８.９ １７.６ １８.１ １５.３以下 

                      

  

計画の推進 

計画の推進 
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第２章 小樽市の自殺の現状               

 

 この計画を策定するに当たり、自殺の統計については、厚生労働省の「地域における自殺

の基礎資料」自殺日・居住地に基づいています。 

（厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140901.html） 

 

１ 自殺者数の推移                                 

 小樽市の自殺者数の推移（図２）は、平成２１年に４４人でしたが、平成２４年に１９人

まで減少しました。その後、平成 2６年まで微増し 2４人となりましたが、平成 28 年には

１４人となっています。長期的にはおおむね減少の傾向にあります。 

自殺死亡率（図３）も同様の傾向であり、平成２１年の３２.５が平成２８年には１１.４に

なっています。 

小樽市の自殺死亡率は、全国、北海道に比べ低くなっています。 

 

図２ 自殺者数の推移 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 
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厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」について 

自殺に関する統計として、厚生労働省の「人口動態統計」と、警察庁の 

「自殺統計」があります。これらの統計には、下記のとおり違いがあります。 

 人口動態統計（厚生労働省） 自殺統計（警察庁） 

対象者 日本における日本人 日本における外国人を含む総人口 

調査時点 
住所地を基に死亡時点で計上 発見地を基に自殺死体発見時点

（正確には認知）で計上 

手続き上 

（訂正報告）

の差異 

自殺、他殺あるいは事故死のいず

れか不明のときは、自殺以外で処

理しており、死亡診断書等につい

て作成者から自殺の旨訂正報告が

ない場合は、自殺に計上しない。 

捜査等により、自殺であると判明

した時点で、自殺統計原票を作成

して計上する。 
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図３ 自殺死亡率（人口１０万対）  （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 

 

２ 男女別の状況                                   

 自殺者数の合計を男女別の推移（図４）でみると、男性が女性より多くなっています。平

成２４年～２８年の自殺者数の合計１０２人の男女の割合（図５）は、男性が女性の約２倍

以上となっており、全国、北海道においても男性が女性を上回っている状況です。 

 

図４ 男女別の推移  （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 
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図５ 男女の割合（平成２４～２８年 合計） 

 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 
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３ 年齢別の状況                                   

 年齢別自殺者数・割合（図６）の状況では、６０歳以上の自殺死亡数が３４人で、全体の

３３.３％となっています。 

 

図６ 年齢別自殺者数・割合（平成２４～２８年 合計） 

 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 
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４ 性・年齢別の自殺率                                 

 性・年代別自殺率（図７・８）は、男性、女性ともに３０歳代から５０歳代で高くなって

います。 

 男性は、2０歳未満と働き盛りの世代の３０歳代から５０歳代が全国に比べて高い状況に

あります。 

 女性は、４０歳代において、全国、北海道に比べて高い状況となっています。 

 

図７ 性・年代別自殺率（男性）（平成２４～２８年 合計） 

 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 

 

 

図８ 性・年代別自殺率（女性）（平成２４～２８年 合計） 

 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 
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５ 自殺者の同居人の状況                                

 自殺者数を同居人の有無（図９）でみると、男性、女性ともに同居している割合が高く、

男性は約７割、女性は約６割となっています。 

 

図９ 自殺者の同居人の有無（平成 24～２８年 合計）  

                 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 

 

 

６ 自殺者の職業の状況                                

 ２０歳以上の自殺者の職業の状況（図１０）では、約６割が無職等（学生、主婦、失業者、

年金等）となっています。 

年齢別にみると、２０歳～５９歳の男性で有職者が多くなっています。（図１１） 

 

図１０ 20歳以上の自殺者の職業の有無（平成 24～２８年 合計）  

                 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 
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図１１ 年齢別自殺者の職業の有無（平成 24～２８年 合計）  

                 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 

 
 

 

７ 自殺者の自殺未遂歴の状況                              

 自殺者の未遂歴の有無（図１２・１３・１４）をみると、約２割で未遂歴があり、全国、

北海道と同様の状況となっています。男女別では、未遂歴有の割合は女性が多く約 3割であ

り、男性では２割となっています。 

 

図１２ 自殺者の未遂歴の有無（全体）（平成 24～２８年 合計）  

                 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 
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図１３ 自殺者の未遂歴の有無（男性）（平成２４～２８年 合計） 

                 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 

 

 

図１４ 自殺者の未遂歴の有無（女性）（平成２４～２８年 合計） 

                 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 
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８ 自殺者の原因・動機別状況                            

自殺者の原因・動機（図１５）については、男性、女性ともに健康問題が最も多くなって

います。また、不詳も多く、原因のつかめない自殺が多いことが伺えます。 

男性は、健康問題に続いて、家庭問題、経済・生活問題となっています。 

女性は、健康問題に続いて、家庭問題となっています。 

 

図１５ 原因・動機別件数（平成 24～２８年 合計）  

                 （厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 

（遺書等の自殺を裏付ける資料により、明らかに推定できる原因・動機を３つまで計上） 
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９ 支援が優先される対象群                              

 国は、地方公共団体による地域自殺対策計画の策定を支援するため、自殺総合対策推進セ

ンターにおいて地域の自殺の実態を分析した「地域自殺実態プロファイル」を作成しました。 

 「地域自殺実態プロファイル」において、平成２４年から２８年までの５年間における小

樽市の自殺の実態について性、年齢、職業の有無、同居・独居の特定について分析した結果、

小樽市の自殺者全体に占める割合が多い 5区分として、表１のとおり示されました。 

 

表１ 小樽市の自殺の主な特徴 

（自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（２０１７）」） 

上位５区分 
自殺者数 

5年計 
割合 

自殺率 

(10万対) 
背景にある主な自殺の危機経路 

1位:男性 40～59歳有職同居 13 12.7% 25.1 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩

み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

2位:男性 60歳以上無職同居 13 12.7% 22.5 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲

れ）＋身体疾患→自殺 

3位:男性 60歳以上無職独居 7 6.9% 52.8 
失業（退職）＋死別・離別→うつ状態

→将来生活への悲観→自殺 

4位:男性 20～39歳有職同居 7 6.9% 23.8 

職場の人間関係／仕事の悩み(ブラッ

ク企業)→パワハラ＋過労→うつ状態

→自殺 

5位:女性 40～59歳無職同居 7 6.9% 20.3 
近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ

病→自殺 

＊順位は自殺者の多さに基づき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順となっています。 

＊自殺率の母数（人口）は、平成２７年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計。 

＊「背景にある主な自殺の危機経路」は、自殺実態白書２０１３（ライフリンク）を参考に、

生活状況別の自殺に多くみられる全国的な自殺の危機経路を例示しています。  

 

 また、「地域自殺実態プロファイル」での分析の結果、小樽市が重点的に取り組む課題とし

て、以下の３点が推奨されました。 

 

① 高齢者 

② 生活困窮者 

③ 勤務・経営 
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10 重点的に取り組む課題                              

 小樽市の自殺の現状及び国が示した「地域自殺対策プロファイル（２０１７）」での分析結

果を踏まえ、以下の３点について、小樽市における重点的に取り組む課題とします。 

 

① 高齢者対策 

小樽市における平成２４年から２８年の自殺者の状況をみると、自殺死亡者数１０２人の

うち、６０歳以上の自殺死亡者数は３４人で、全体の３３.３％となっています。６０歳を過

ぎて高齢期を迎えるこの年齢は、身体的・心理的な変化や生活環境においても変化が生じる

時期であり、閉じこもりや抑うつ状態になりやすい傾向がみられ、孤立や孤独に陥りやすい

など自殺のリスクが高まる恐れがあります。 

また、小樽市における高齢化率（総人口に占める 65 歳以上人口の割合）（図１６）は上昇

を続け、平成２８年は３７.９％となっており、高齢者への対策が重要といえます。 

 

図１６ 高齢化率の推移   （平成 27 年のみ国勢調査、それ以外は住民基本台帳による） 

 

 

② 生活困窮者対策 

自殺者の原因・動機別件数では、経済・生活問題が１２件で、全体の３番目となっていま

す。また、２０歳以上の自殺者のうち、６３.０％が無職等となっています。 

生活や就労に困っている方の相談を受け、自立に向けた支援を行う小樽市生活サポートセ

ンター「たるさぽ」の新規相談受付件数は横ばいですが、延べ対応件数は増加の傾向にあり

（表２）、これは、複合的な問題を抱え支援期間が長期化している結果と考えられます。 

また、平成 29 年度の相談内容では、「収入・生活費」が最も多く、「就労」と合わせると

5 割近くを占めています（表３）。 

生活困窮者はその背景として、複雑で多様な問題を抱えていることが多く、自殺リスクが

高まることが考えられるため、生活困窮者への対策が重要といえます。 
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表２ 小樽市生活サポートセンター「たるさぽ」 相談件数           

              （平成２９年度小樽市生活困窮者自立支援事業実績報告書） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

新規相談受付件数 ２５５ ２４２ ２２１ 

延べ対応件数 １,５９２ ２,９１５ ３,１３７ 

 

表３ 小樽市生活サポートセンター「たるさぽ」 平成 29 年度相談内容（重複回答） 

（平成２９年度小樽市生活困窮者自立支援事業実績報告書） 

 

 

収入・ 

生活費 
就労 

病気・ 

障害 

負債・ 

貸付 

生活 

保護 
住まい 

ひき 

こもり 
その他 合計 

件数 １４９ ８３ ６０ ５７ ４９ ２６ １２ ３６ ４７２ 

割合 31.6％ １７.6％ １２.７％ １２.１％ １０.４％ ５.５％ ２.５％ ７.6％ １００％ 

 

 

③ 勤務・経営対策 

性・年代別にみた自殺死亡率は、３０代から５０代の働き盛りの男性において、全国に比

べて高い状況にあります。 

性・年代等の特性から見た自殺死亡者数は、４０歳から５９歳有職同居の男性が全体の

１２.７％で最も多くなっています。国が示した「地域自殺実態プロファイル（２０１７）」の

中で、これの特性をもつ方の背景にある主な自殺の危機経路として、配置転換、過労、職場

の人間関係の悩み等が例示されており、勤務問題が自殺リスクとなっていることが考えられ

ます。 

また、自殺総合対策大綱においても、勤務問題による自殺対策の更なる推進が求められて

おり、勤務・経営に係る対策が重要といえます。 
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第３章 自殺対策の取組               

 

１ 基本方針                                     

 国の自殺総合対策大綱で示された、自殺総合対策の基本方針を基に計画の推進を図ります。 

 

① 生きることの包括的支援として推進 

 自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問題

であるとされています。 

個人においても社会においても「生きることの阻害要因」となる失業や多重債務、生活苦

等が「生きることの促進要因」となる自己肯定や信頼できる人間関係、危機回避能力等と比

較して、上回った時に自殺リスクが高まります。 

そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促

進要因」を増やす取組を行うことが必要となります。双方の取組を通じて社会全体の自殺リ

スクを低下させるため、地域の「生きる支援」に関連するあらゆる取組を総動員して、「生き

ることの包括的な支援」として推進することが重要です。 

 

② 関連施策と連携させた総合的支援として推進 

 自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場の在り方の変化

など様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係しています。 

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにするためには、精神保健

の視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要となります。 

自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり等、関連分野におい

て展開されている取組との連携を図って総合的な支援として推進する必要があります。 

 

③ 対応のレベルに応じた対策の効果的な連動 

 自殺対策は、個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人支援のレベル」、問題を複

合的に抱える人に対して包括的な支援を行うための関係機関等による連携などの「地域連携

のレベル」に分けて考え、これらを連動させて、総合的に推進することが重要です。 

 

④ 実践と啓発を両輪として推進 

 自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の

心情や背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深めることを含め

て、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるということが、地域全体の
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共通認識となるように積極的に普及啓発を行うことが重要です。 

 市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに気づき、相談機関や精神

科等の専門家につなぎ、見守っていけるよう、広報活動、教育活動に取り組んでいくことが

重要です。 

 

⑤ 関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

 「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには、市、関係団体、民間団

体、企業、市民等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進することが必要です。 
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２ 施策の体系                                    

 国は、自殺対策計画の策定に当たり、全ての自治体において実施することが望ましいとさ

れる基本施策として、５点を挙げています。 

小樽市においては、５つの基本施策と、本市の実態を踏まえて重点的に取り組む課題とし

てまとめた３点を、重点施策として自殺対策の取組を推進していきます。 

また、小樽市において実施されている事業について、自殺対策として推進していくために、

自殺対策の視点を加えて「生きる支援関連施策」として整理するとともに、関係機関が実施

している取組との連携を図ることにより、「生きるを支え合うまち小樽」の実現を目指してい

きます（図１７）。 

 

図１７ 施策の体系 
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３ 基本施策                                      

 5 つの基本施策に基づき、自殺対策を推進し、自殺対策の基盤を強化します。 

主な取組の（ ）内は、担当課を記載しています。 

その他の取組については、「第 5 章 １ 生きる支援関連施策一覧」に掲載しています。 

 

① 地域におけるネットワークの強化 

 自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場の在り方の変化

など様々な要因とその人の性格、家族の状況、死生観などが複雑に関係しており、自殺を防

ぐには、精神保健の視点だけでなく、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要

があります。 

 そのため、小樽市自殺対策協議会を設置して、自殺対策に関わる関係団体等の連携推進を

図るなど、地域のネットワークの強化に取り組んでいきます。 

 

＜主な取組＞ 

小樽市自殺対策協議会の開催 

      （保健所健康増進課） 

自殺を地域全体の課題として取り組んでいくため、保

健、医療、福祉、教育、労働等で構成する協議会を設置

して、包括的な自殺対策を推進していきます。 

小樽市自殺対策推進会議の開催 

      （保健所健康増進課） 

市役所内において構成される庁内組織であり、全庁的に

横断的な自殺対策に取り組みます。 

相談援助技術専門研修会の実施 

      （保健所健康増進課） 

市内の相談業務担当者を対象に研修を行い、自殺に関す

る相談技術の向上を図るとともに、関係機関の連携体制

の強化を図ります。 

 

② 自殺対策を支える人材の育成 

 自殺対策においては、様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対しての早期の「気づき」

が重要であり、「気づき」のための人材育成を充実させていく必要があります。 

これらの役割を担う「ゲートキーパー」が、地域の中で悩んでいる人に気づき寄り添うこ

とは、悩んでいる人が孤立しない地域づくりにつながります。 

そのため、自殺等に関する正しい知識の普及や自殺の危険を示すサインに気づき、声をか

け、話を聴き、必要に応じて専門家につなぐ「ゲートキーパー」の育成に努めます。 

 

＜主な取組＞ 

ゲートキーパー養成講座の開催 

（保健所健康増進課） 

問題を抱えて自殺を考えている人に気づき、声をかけ、

話を聴き、必要な支援につなぎ、見守る役割を担うゲー

トキーパーを養成するための講座を開催します。 
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③ 啓発と周知 

 自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の

心情や背景が理解されにくい現実があります。自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、そ

うした心情や背景への理解を促進するとともに、危機に陥った場合には誰かに援助を求める

ことが適当であるということが、社会全体の共通認識となるように積極的に普及啓発を行う

ことが必要です。 

また、心の健康づくりに関する知識を身につけ、自分の心の不調に気づき適切に対処でき

るとともに、自分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在に気づき、相談機関

や精神科医等の専門家につなぎ、見守っていくことができるよう、広報活動等を通じた啓発

事業を推進していきます。 

これらのことにより、市民の方一人ひとりが自殺予防の主役となり、支え合うまちづくり

を目指していきます。 

 

＜主な取組＞ 

相談機関一覧の作成・配布 

（保健所健康増進課） 

相談窓口で自殺リスクを有する相談者に対し、必要に応

じて必要な相談機関につなげることができるよう、自殺

対策に関係する相談機関の一覧を作成して、関係機関や

市民に配布します。 

広報誌等を活用した啓発活動      

 （保健所健康増進課） 

市民の方へ、広報誌、ホームページ等を活用して、心の

健康づくりやストレスへの対処法、相談機関などについ

ての情報発信を行います。また、自殺予防週間（９月）、

自殺対策強化月間（３月）に合わせて心の健康についての

啓発を行います。 

心の健康づくりについての健康教

育の実施    

      （保健所健康増進課） 

メンタルヘルス等に関しての知識や各種相談機関につ

いての情報を提供するため、事業所等に出向いて健康教

育を開催します。 
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④ 生きることの促進要因への支援 

 自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促進要因」を

増やす取組を行うことが必要です。そのため、相談機関の充実や居場所づくりなど「生きる

ことの促進要因」の強化につながり得る様々な取組を推進していきます。 

 

＜主な取組＞ 

精神保健福祉相談事業 

（こころの健康相談） 

（保健所健康増進課） 

本人や家族から心の健康に関する相談に精神保健福祉

相談員等が対応し、必要な場合は、適切な相談機関に結

びつけます。 

精神障がい者デイケア事業 

（保健所健康増進課） 

精神障がい者やひきこもりの方等が学習や体験を行うた

めの教室を実施し、居場所づくりとともに、社会復帰に向

けた支援を行います。 

子育て支援センターの開催 

 （福祉部子育て支援室 

こども育成課） 

子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施し、地域

における親子の居場所づくりとともに、地域の子育て機

能の充実を図ります。 

認知症カフェの開催を支援  

（医療保険部介護保険課） 

認知症の方とその家族、地域の住民の方などが参加し集

う場である認知症カフェを開催する団体に補助金を交

付することで、認知症の方などの居場所づくりを支援し

ます。 

 

⑤ 児童生徒の SOS の出し方に関する教育 

 地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆえに、支援を得ることができず自殺

に追い込まれる人が少なくありません。困難やストレスに直面したとき、問題の整理や対処

方法を身につけることができれば、それが「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」

となり、学校で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題にも対処する力、ライ

フスキルを身につけることにもつながると考えられます。 

 そのため、児童・生徒に対し、助けを求めるための具体的かつ実践的な方法や、つらいと

きには助けを求めてもよいということを学ぶ教育（SOS の出し方に関する教育）を推進して

いきます。 

 

＜主な取組＞ 

いじめ防止キャンペーン  

（教育部学校教育支援室） 

いじめ防止対策を推進するため、啓発資料の配布や研修会

等を実施します。 

スクールカウンセラーの配置   

     （教育部学校教育支援室） 

児童生徒や保護者、教職員に対してカウンセリングを行

い、個別の支援を図ります。 
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小・中学校、高等学校での健康教育 

（保健所健康増進課）  

小・中学校、高等学校に出向き、命の大切さなどについ

ての健康教育を実施。その中で、自分を大切にすること

や困難に直面したときにＳＯＳを出すことについて伝

えていく。 

 

４ 重点施策                                      

 ①高齢者、②生活困窮者、③勤務・経営の３点を、小樽市における重点課題として、自殺

対策の取組を推進していくこととします。 

 主な取組の（ ）内は、担当課を記載しています。 

 その他の取組については、「第 5章 １ 生きる支援関連施策一覧」に掲載しています。 

 

① 高齢者対策 

 高齢者は閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤立・孤独に陥りやすい傾向があります。 

孤立のリスクを抱えるおそれのある高齢者が、地域や支援とつながることができるよう、孤

立を防ぐための居場所づくりや社会参加を促進し、高齢者が生きがい・役割を持って生活で

きる地域づくりを推進していきます。 

  

＜主な取組＞ 

介護予防サポーター養成事業 

 （医療保険部介護保険課） 

地域で実施している介護予防教室を自主運営するボラ

ンティアとして介護予防サポーターを養成します。高齢

者の居場所となる介護予防教室を市内全域に広めてい

くことを目指します。 

地域住民グループ支援事業   

    （医療保険部介護保険課） 

地域住民等による自主グループ（おおむね６５歳以上で

10 人以上の介護予防を目的に集まった団体）への活動

費を助成することで、高齢者の居場所づくりを目指しま

す。 

地域包括支援センター運営事業 

    （医療保険部介護保険課） 

地域包括支援センターにおいて、総合相談支援業務など

を実施し、各種福祉サービスの調整や家族の相談に対応

していきます。 
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② 生活困窮者対策 

 生活困窮者はその背景として、複雑で多様な問題が関連していることが多く、様々な背景

を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを抱えている人が少なくありません。自殺を防ぐため

には、精神保健の視点だけでなく経済・生活面や人間関係等に係る視点を含めた包括的な支

援を行う必要があります。 

そのため、相談窓口に訪れた生活困窮者の状況に応じて、関係機関が緊密に連携して必要

な支援につなげていくことにより、包括的な支援を推進していきます。 

 

＜主な取組＞ 

生活困窮者自立支援事業（自立相談

支援事業）  

    （生活サポートセンター） 

相談支援員や就労支援員が、相談者の状況に合わせて、

解決方法を一緒に検討し、解決に向けての支援を行いま

す。 

生活困窮者自立支援事業（就労準備

支援事業） 

    （生活サポートセンター） 

働いた経験がない方やひきこもりの方などで、すぐに仕

事に就くことが難しい方に対して、生活改善や社会生活

への参加に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた

支援を行います。 

 

③ 勤務・経営対策 

 労働者のメンタルヘルス対策を推進するとともに、勤務上の悩みをもつ人が、適切な相談

先・支援先につながることができるよう、相談窓口の周知に取り組んでいきます。 

 

＜主な取組＞ 

心の健康づくりについての健康教

育の実施    

      （保健所健康増進課） 

メンタルヘルス等に関しての知識や各種相談機関につ

いての情報を提供するため、事業所等に出向いて健康教

育を開催していきます。 

各種相談業務  

    （生活環境部生活安全課） 

「法律相談」、「身の上相談」、「くらしの行政相談」など

を実施し、法律や悩み・心配事の相談に弁護士、調停経

験者等の専門家が応じ、問題解決に向けて支援を行いま

す。 
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５ 評価指標                                         

 「小樽市健康増進計画」において、精神保健領域の課題として挙げられている４点を踏ま

えて、本計画における評価指標を設定します。 

現状値については、「第５章 ３ 『第 2 次健康おたる２１』中間評価アンケート調査結

果（平成 28年実施）（抜粋）」を御参照ください。 

 

評 価 指 標 

現状値 

「第２次健康おたる２１」 

中間評価アンケート 

（平成２８年度実施） 

目標値 

（新元号４年度） 

睡眠による休養を十分にとれていな

い人の割合 
１８.７％ 減少 

ストレスや悩みについて相談してい

ない人の割合 
４８.７％ 減少 

直近の１か月間に不満、悩み、スト

レスが「大いにある」「多少ある」と

する人の割合 

６３.３％ 減少 

「ストレスの対処法がない」とする

人の割合 
２７.８％ 減少 
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第４章 自殺対策の推進体制             

自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働、その他の関連機関と連携して取り組んでい

く必要があります。そのため、関係機関や民間団体等で構成する「小樽市自殺対策協議会」

を設置し、関係機関等との連携と協力を強化し、自殺対策の取組を推進します。 

また、庁内の関係部署からなる「小樽市自殺対策推進会議」を設置して、庁内の横断的体

制を整え、自殺対策を総合的に推進します。   

 

 小樽市の自殺対策計画の進捗状況を、検証し評価を行うため、事業結果について「小樽市

自殺対策協議会」、「小樽市自殺対策推進会議」で報告し協議を行い、PDCA サイクルにより

計画を推進していきます。 

   

  

Plan
計画

Do
実行

Check
評価

Action
改善
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第５章 資料           

  

１ 生きる支援関連施策一覧 

２ 関係機関による取組 

３ 「第 2 次健康おたる２１」中間評価アンケート調査結果（平成２８年度実施） （抜粋） 

４ 小樽市自殺対策協議会設置要綱 

５ 小樽市自殺対策推進会議設置要綱 

６ 小樽市自殺対策協議会 委員名簿 
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１ 生きる支援関連施策一覧                             

 

基本施策① 地域におけるネットワークの強化 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 
ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

生活環境部

生活安全課 
1 

安全で 

安心な 

まちを 

つくる業務 

①｢小樽市安全で安心なまちをつくる条例｣に基づく、市民、

事業者及び町会その他の団体による犯罪、交通事故及び健

康被害の防止のための自主的な活動、市及び市民等による

これらの防止に配慮した生活環境の整備、その他これらの

防止のために必要な取組をする。 

②｢小樽市防犯協会連合会｣の事務局は小樽警察署にある

が、連携を強化し広報・啓発を行う。 

③｢小樽市暴力追放運動推進協議会｣の事務局を置くことか

ら、暴力団排除運動と広報・啓発を行う。 

地域のネットワークの構築につながり、相談窓口に関する

情報提供の機会となり得る。 

○        

生活環境部

男女共同

参画課 
2 

女性相談

関係事業 

①女性相談・男性相談の実施と関係機関との連携 

②DV 相談カードの設置や情報誌・市ホームページ等による

相談窓口の周知 

③研修による職員の育成 

④被害者の早期発見のために民生委員や地域関係団体等と

の連携強化 

⑤被害者の適切な保護のために一時保護施設や警察など関

係機関との連携強化 

⑥暴力防止に関する研修会の開催 

⑦市ホームページに「DV 防止と被害者支援について」の掲

載 

⑧市内高校にデート DVについてのリーフレットの発行 

  

これらを通して、DV 被害者の相談の拡充を図るとともに、

相談対応の中で必要に応じて適切な機関につなげることが

可能。 

○ ○ ○      

生活環境部

地域住民

組織担当 

3 

コミュニ

ティリー

ダー研修 

町内会役員の高齢化や加入率の低下等多くの課題を

抱えている現状の中で、これらの問題解決の一助と

して、町内会長や役員を対象に研修会を開催する。

自殺対策についての取組や相談機関の周知を図る機

会となり得る。 

○ ○ ○      

生活環境部

地域住民

組織担当 

4 

地区連合

町会長と

市長と語

るつどい 

20 地区連合町会長と市との会議を開催し、地域から

市に対する提言や意見交換を行う。自殺対策につい

ての取組や相談機関の周知を図る機会となり得る。 
○  ○      

生活環境部

地域住民

組織担当 

5 

町会長と

市との 

定例連絡 

会議 

151町会長と市との会議を開催し、町内会から市に対

する提言や意見交換を行う。自殺対策についての取

組や相談機関の周知を図る機会となり得る。 
○  ○      

医療保険部

介護保険課 
6 

地域住民

グループ

支援事業 

地域住民等による自主グループ（おおむね 65歳以上

で 10人以上の介護予防を目的に集まった団体）への

活動費の助成。高齢者の居場所づくりとなる。 
○     ○   

医療保険部

介護保険課 
7 

地域包括

支援セン

ター運営

事業 

地域包括支援センターにおいて、業務（総合相談支

援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジ

メント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務等）

の中で、必要に応じて適切な相談機関につなげる。 

○     ○   
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担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 
ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

医療保険部

介護保険課 
8 

認知症 

高齢者 

見守り 

事業 

地域住民を対象に認知症を正しく理解し、認知症高

齢者及びその家族を支える認知症サポーターを養成

する。また、「認知症の人を支える家族の会」等との

連携により、認知症サポーターを養成するに当たり

必要な講師（キャラバン・メイト）をフォローアッ

プするための連絡会を開催している。サポーターの

養成は、地域の中で問題を抱えている方を発見する

気づき役の拡充につながる。 

○ ○    ○   

医療保険部

介護保険課 
9 

認知症地

域支援・

ケア向上

事業 

認知症カフェの事業を実施している団体又は事業を

開始しようとする団体に補助金を交付する方法で実

施する。 また、認知症のケア向上を図るための相談

支援等を行う認知症地域支援推進員を各包括支援セ

ンターに配置している。認知症高齢者の居場所づく

りであるとともに、高齢者やその家族が抱える問題

に気づき適切な相談機関につなげることが可能。 

○ ○    ○   

医療保険部

介護保険課 
10 

介護予防

サポーター

養成事業 

①介護予防サポーター養成講座（年 1 回直営）②フ

ォローアップ講座（年 1 回直営）③新規地域版介護

予防教室の運営支援（地域包括支援センターへ委

託）。サポーターの養成は、地域で問題を抱える方を

発見する気づき役の拡充につながる。 

○ ○ 
   

○   

医療保険部

介護保険課 
11 

高齢者 

虐待防止

ネットワ

ーク事業 

高齢者虐待に適切に対応するため、高齢者虐待防止

ネットワーク会議を開催し、関係団体との連絡調整

や情報交換を実施し、関係機関の連携体制強化を図

る。 

○ ○    ○   

医療保険部

介護保険課 
12 

在宅医療 

・介護 

連携推進

事業 

小樽市医師会など関係機関で構成する「おたる地域

包括ビジョン協議会」と連携して取り組み、医師会

に業務委託することで医療と介護の連携に関する事

業を実施する。連携体制の強化となる。 

○     ○   

福祉部 

地域福祉課 
13 

民生児童

委員協議

会補助金 

要援護者の福祉向上のため、活動及び組織の充実強

化を図る。児童民生委員は、地域で困難を抱えてい

る方に気づき適切な相談につなげることが可能。 

○    ○ ○ ○  

福祉部 

地域福祉課 
14 

ボランテ

ィア育成

事業費 

補助金 

活動促進のため、支援及び運営に必要な経費を助成。

ボランティア活動の中で、対象者の抱える問題の早

期発見と対応の機会になり得る。 
○        

福祉部 

地域福祉課 
15 

高齢者見

守りネッ

トワーク

事業費 

見守り意識の醸成と緊急時のルールづくりの周知を

目的に研修会等を開催。見守りネットワークが充実

することにより、地域で問題を抱える家庭を早期に

発見して支援につなげることが可能となる。 

○     ○   

福祉部 

地域福祉課 
16 

老人クラブ

運営費 

補助金 

各老人クラブへ、生きがいづくりを目的に各種活動、

健康づくりに係る経費を補助しており、高齢者の居

場所づくりにつながる。 

○     ○   

福祉部 

地域福祉課 
17 

老人クラブ

連合会 

補助金 

単位老人クラブの連合会に自主活動の推進と事務局

体制の強化を目指している。高齢者の居場所づくり

につながる。 

○     ○   

福祉部 

障害福祉課 
18 

地域活動

支援セン

ター事業 

障害者の日中活動として、創作的活動、生産活動の

機会の提供、社会との交流促進を行うことで、居場

所づくりとなる。 

○  
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担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 

ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

福祉部 

障害福祉課 
19 

地域生活

支援事業

（相談事業） 

地域における障害者や家族の相談を受け入れる体制

を作る。障害者とその家族が抱える問題に気づき適

切な相談機関につなげることが可能。 
○  

    

 

 

福祉部 

障害福祉課 
20 

地域定着

支援 

居宅で支援を受けられない障害者に、連絡体制の確

保、緊急時の相談先を確保する。 ○  
    

  

福祉部 

障害福祉課 
21 

障害者虐待

センター

運営補助 

障害者虐待防止のための体制づくり。 

○ 
     

 
 

福祉部 

障害福祉課 
22 

障害児・

者支援協

議会の開催 

障害関係施設等のネットワークを作り、関係者によ

る取組の推進を図る。 ○ ○ 
    

 
 

福祉部 

子育て支援室 

こども 

育成課 

23 

地域子育て

支援 

センター

事業費 

市立奥沢・赤岩・銭函３保育所に子育て支援センタ
ーを併設し、主に就学前の乳幼児を持つ親とその子
どもを対象に地域子育て支援拠点事業を実施してい
る。その中で親子が抱える問題に気づき早期に適切
な相談機関につなげることが可能。 

○ 

   

 

 

  

福祉部 

子育て支援室 

こども 

育成課 

24 

つどいの

ひろば 

事業補助金 

朝里幼稚園が実施する地域子育て支援拠点事業に対
し補助している。主に就学前の乳幼児を持つ親とそ
の子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語
り合い、交流を図ることや、育児相談などを行う場
を身近な地域に設置することにより、子育て中の親
の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育
て・子育ちができる環境を整備し、地域の子育て支
援機能の充実を図る。その中で、親子が抱える問題
に気づき早期に適切な相談機関につなげることが可
能。 

○ 

       

福祉部 

子育て支援室 

こども 

育成課 

教育部 

生涯学習課

生活環境部

勤労女性

センター 

25 

放課後児

童健全育

成事業費 

（放課後

児童 

クラブ） 

小学生で授業の終了後に保護者が家を留守にしてい

る等監護を受けることができない家庭の児童に適切

な遊び及び生活の場を提供して、その健全な育成を

図ることを目的に、市内の小学校や勤労女性センタ

ー、塩谷児童センターにおいて放課後児童クラブを

開設している。その中で児童や保護者の抱える問題

に気づいた場合には、早期に適切な相談機関につな

げる機会となり得る。 

○ 

   

○ 

 

 

 

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

26 

要保護児童

対策地域

協議会の

設置 

要保護児童（被虐待児）等の早期発見や適切な保護

を図るため、関係機関での情報共有や支援を協議す

るための協議会を運営。関係者間の連携強化を図る。 
○ 

     

 

 

保健所 

健康増進課 
27 

人材養成

事業 

市内の相談業務担当者向けに研修を行い、自殺に関

する相業談技術の向上を図る。 ○ ○ ○ 
   

 
 

教育部 

生涯学習課 
28 

父母と 

教師の会

補助金 

保護者等に対する各種研修会の実施や子どもの登下

校の安全等に係る注意喚起・情報提供を行う。相談

先についての情報周知を図ることができる。 
○ 

 

○ 

 

○ 

 

 

 



２９ 

 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 

ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

教育部 

生涯学習課 
29 

教育支援

活動推進

事業 

地域コーディネーターの活用による、学校支援ボラ

ンティアの配置、地域子ども教室の開催、家庭教育

支援の充実を実施。子どもの居場所づくりにつなが

る。 

○ 

  

 ○ 

 

  

 

基本施策② 自殺対策を支える人材の育成 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 
ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

総務部 

職員課 
1 

健康相談、

新任研修、

健診後事、

掲示板を用 

いて啓発等 

心身状態の確認、知識の普及啓発、相談などの健康

管理業務を通して、職員の心身の健康の維持増進を

図る。  ○      ○ 

生活環境部

男女共同

参画課 
2 

女性相談

関係事業 

①女性相談・男性相談の実施と関係機関との連携 

②DV 相談カードの設置や情報誌・市ホームページ等

による相談窓口の周知 

③研修による職員の育成 

④被害者の早期発見のために民生委員や地域関係団

体等との連携強化 

⑤被害者の適切な保護のために一時保護施設や警察

など関係機関との連携強化 

⑥暴力防止に関する研修会の開催 

⑦市ホームページに「DV防止と被害者支援について」

の掲載 

⑧市内高校にデート DVについてのリーフレットの発

行 

  

これらを通して、DV 被害者の相談の拡充を図るとと

もに、相談対応の中で必要に応じて適切な機関につ

なげることが可能。 

○ ○ ○      

生活環境部

地域住民

組織担当 

3 

コミュニ

ティリー

ダー研修 

町内会役員の高齢化や加入率の低下等多くの課題を

抱えている現状の中で、これらの問題解決の一助と

して、町内会長や役員を対象に研修会を開催する。

自殺対策についての取組や相談機関の周知を図る機

会となり得る。 

○ ○ ○      

医療保険部 

介護保険課 
4 

認知症 

高齢者 

見守り 

事業 

地域住民を対象に認知症を正しく理解し、認知症高

齢者及びその家族を支える認知症サポーターを養成

する。また、「認知症の人を支える家族の会」等との

連携により、認知症サポーターを養成するに当たり

必要な講師（キャラバン・メイト）をフォローアッ

プするための連絡会を開催している。サポーターの

養成は、地域の中で問題を抱えている方を発見する

気づき役の拡充につながる。 

○ ○    ○   



３０ 

 

 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 

ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

医療保険部 

介護保険課 
5 

認知症地

域支援・

ケア向上 

事業 

認知症カフェの事業を実施している団体又は事業を

開始しようとする団体に補助金を交付する方法で実

施する。また、認知症のケア向上を図るための相談

支援等を行う認知症地域支援推進員を各包括支援セ

ンターに配置している。認知症高齢者の居場所づく

りであるとともに、高齢者やその家族が抱える問題

に気づき適切な相談機関につなげることが可能。 

○ ○    ○   

医療保険部 

介護保険課 
6 

介護予防

サポーター 

養成事業 

①介護予防サポーター養成講座（年 1 回直営）②フ

ォローアップ講座（年 1 回直営）③新規地域版介護

予防教室の運営支援（地域包括支援センターへ委

託）。サポーターの養成は、地域で問題を抱える方を

発見する気づき役の拡充につながる。 

○ ○    ○   

医療保険部 

介護保険課 
7 

高齢者 

虐待防止

ネットワ

ーク事業 

高齢者虐待に適切に対応するため、高齢者虐待防止

ネットワーク会議を開催し、関係団体との連絡調整

や情報交換を実施し、関係機関の連携体制強化を図

る。 

○ ○    ○  
 

福祉部 

障害福祉課 
8 

障害者 

自立支援

事業 

要約筆記奉仕員養成、障害者の自立講演会を行う。

自立講演会を通して相談 機関等の情報提供の機会

となり得る。 
 ○       

福祉部 

障害福祉課 
9 

手話通訳者

養成事業 

手話通訳者を養成する講座を開催。手話通訳者の養

成により、地域で問題を抱えている方を発見する気

づき役の拡充につながる。 
 ○       

福祉部 

障害福祉課 
10 

障害児・

者支援協

議会の開催 

障害関係施設等のネットワークを作り、関係者によ

る取組の推進を図る。 ○ ○       

保健所 

健康増進課 
11 

食生活改

善推進員

養成講座 

地域において、食生活改善を普及・啓発するボラン

ティア（食生活改善推進員）を養成する。養成講習

を通してつなぎ役としての意識を高めてもらう機会

となり得る。 

 ○       

保健所 

健康増進課 
12 

人材養成

事業 

市内の相談業務担当者向けに研修を行い、自殺に関

する相談技術の向上を図る。 ○ ○ ○      

教育部 

教育総務課 
13 

学校職員

ストレス

チェック 

労働安全衛生法に基づき、学校職員等のストレスチ

ェックを実施し、メンタル不調の未然防止を図る。  ○      ○ 

教育部 

教育総務課 
14 

学校職員

安全衛生

管理事業 

労働安全衛生法に基づき、健康管理医を任命し、教

職員の健康管理を行う。  ○      ○ 

 

 

 

 

 



３１ 

 

基本施策③ 啓発と周知 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 

ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

生活環境部

地域住民

組織担当 

1 

小樽市 

総連合町会

補助金 

総連合町会に加入している町内会に対し、地域の青

少年育成活動に対する助成金を交付。地域における

子どもに対する見守り体制の強化につながる。   ○  ○    

生活環境部

地域住民

組織担当 

2 

コミュニ

ティリー

ダー研修 

町内会役員の高齢化や加入率の低下等多くの課題を

抱えている現状の中で、これらの問題解決の一助と

して、町内会長や役員を対象に研修会を開催する。

自殺対策についての取組や相談機関の周知を図る機

会となり得る。 

○ ○ ○      

生活環境部

地域住民

組織担当 
3 

地区連合

町会長と

市長と語

るつどい 

20 地区連合町会長と市との会議を開催し、地域から

市に対する提言や意見交換を行う。自殺対策につい

ての取組や相談機関の周知を図る機会となり得る。 ○  ○      

生活環境部

地域住民

組織担当 
4 

町会長と

市との 

定例連絡 

会議 

151町会長と市との会議を開催し、町内会から市に対

する提言や意見交換を行う。自殺対策についての取

組や相談機関の周知を図る機会となり得る。 ○  ○      

生活環境部

男女共同

参画課 
5 

女性相談

関係事業 

①女性相談・男性相談の実施と関係機関との連携 

②DV 相談カードの設置や情報誌・市ホームページ等

による相談窓口の周知 

③研修による職員の育成 

④被害者の早期発見のために民生委員や地域関係団

体等との連携強化 

⑤被害者の適切な保護のために一時保護施設や警察

など関係機関との連携強化 

⑥暴力防止に関する研修会の開催 

⑦市ホームページに「DV防止と被害者支援について」

の掲載 

⑧市内高校にデート DVについてのリーフレットの発

行 

  
これらを通して、DV 被害者の相談の拡充を図るとと

もに、相談対応の中で必要に応じて適切な機関につ

なげることが可能。 

○ ○ ○      

福祉部 

障害福祉課 
6 

障がい者 

ハンドブ

ック作成 

障がい者のための各種制度等の紹介。相談機関等の

情報周知を図ることができる。 
  ○      

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

7 

推進月間

における

啓発活動 

厚生労働省において毎年 11月を「児童虐待防止月間」

と位置づけており、児童虐待問題に関する社会的関

心の喚起を図るため行う。相談機関等の情報周知と

なる。 
  ○  ○    



３２ 

 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 
ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

保健所 

健康増進課 
8 

小・中学

校、高等学

校での健

康教育 

小・中学校、高等学校に出向き、命の大切さ、喫煙

や薬物乱用等に関する健康教育を実施。自分を大切

にすること及び困難に直面した時にＳＯＳを出すこ

とについて伝えていく。 
  ○  ○    

保健所 

健康増進課 
9 健康教育 

疾病の予防及び健康の保持増進、メンタルヘルス等

に関する知識を普及する。心の健康に関する知識や

各種相談機関についての情報を提供。   ○   ○  ○ 

保健所 

健康増進課 
10 

子どものひ

きこもりを

考える家族

セミナー事業 

ひきこもりの問題を抱える家族に対し、学習の機会

や対応技法の情報交換を実施。その中で、必要に応

じて適切な相談機関につなげる。   ○      

保健所 

健康増進課 
11 

普及啓発

事業 

市民や企業等へ自殺予防チラシの配布を行い、相談

窓口の普及啓発を行う。   ○      

保健所 

健康増進課 
12 

人材養成

事業 

市内の相談業務担当者向けに研修を行い、自殺に関

する相談技術の向上を図る。 ○ ○ ○      

教育部 

学校教育

支援室 

(指導担当) 

13 

いじめ防止

キャン 

ペーン 

啓発資料の配付や研修会等の実施により、いじめ防

止対策を推進する。いじめにあった際の相談先の情

報等の周知となる。 
  ○  ○    

教育部 

学校教育

支援室 

(学務担当) 

14 
学校図書館 

整備事業 

学校図書館司書を配置し、学校図書館運営の向上と

環境整備を図る。学校図書館を利用して児童生徒等

に対する情報提供の場となる。 
  ○      

教育部 

生涯学習課 
15 

父母と 

教師の会

補助金 

保護者等に対する各種研修会の実施や子どもの登下

校の安全等に係る注意喚起・情報提供を行う。相談

先についての情報周知を図ることができる。 
○ 

 
○ 

 

○    

教育部 

図書館 
16 

図書館資料

の整備充実 

心の健康関連資料の充実を図る。 

 
 

○ 
 

    

教育部 

図書館 
17 

読書啓発

と図書館

利用の 

促進 

心の健康に関する関連資料展や健康情報コーナーでのリー

フレット配布等の普及啓発、情報提供。映画上映会、ＣＤ

コンサート、おはなし会等の行事による憩いの場の提供や

図書館の特性を活かした、気軽に利用できる居場所づくり

を実施。 

 

 

○ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



３３ 

 

 

基本施策④ 生きることの促進要因への支援 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 

ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

医療保険部

国保年金課 
1 

重複・頻

回受診、

重複服薬

者への保

健指導 

被保険者から重複・頻回受診者、重複服薬者を抽出

して保健指導を行い、医療費の適正化を図る。保健

指導の中で必要に応じて適切な相談機関を紹介し、

つないでいく。 

   ○     

医療保険部

後期高

齢･福祉

医療課 

2 

ひとり親

家庭等医

療費助成

事務 

ひとり親家庭等医療費助成。対象者の抱える問題の

早期発見と対応の機会になり得る。 
   ○     

医療保険部

保険収納課 
3 

特別徴収

員による

徴収事務 

保険料の徴収及び収納事務を行う。対象者の抱える

問題の早期発見と対応の機会になり得る。    ○     

福祉部 

障害福祉課 
4 

自立生活

援助 

障害者支援施設やグループホーム等を利用していた

障害者が一人暮らしを希望する際に、定期的な訪問

や連絡により自立した生活を支援する。支援の中で

必要に応じて適切な相談機関につなげる。 

   ○     

福祉部 

障害福祉課 
5 

日中一時

支援 

障害児・者の日中の活動の場を確保することで介護

者の負担軽減を図る。その中で、必要に応じて適切

な相談機関につなげることが可能。 

   ○     

福祉部 

障害福祉課 
6 

音声機能

障害者発

声訓練事業 

咽頭摘出手術をした人に発声訓練する。その中で、

必要に応じて適切な相談機関につなげることが可

能。 

   ○     

福祉部 

障害福祉課 
7 

手話通訳

者派遣 

各種会合等に手話通訳者を派遣して、聴覚障害者が

参加できるようにする。孤立を防ぎ、居場所づくり

となる。 

   ○     

福祉部 

障害福祉課 
8 

身体障害者

自動車運転

免許取得費

補助金 

身障４級以上の障害者の運転免許取得費用の補助。

障害者の社会参加の促進につながる。 

   ○     

福祉部 

障害福祉課 
9 自立訓練 

知的、精神障害者に日常生活を営むのに必要な訓練

を行う。その中で、必要に応じて適切な相談機関に

つなげることが可能。 

   ○     

福祉部 

障害福祉課 
10 

児童発達

支援 

未就学児を対象として専門的な療育・訓練を受ける。

その中で、必要に応じて適切な相談機関につなげる

ことが可能。 

   ○     

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

11 
養育支援

訪問事業 

保護者の養育を支援することが特に必要な家庭に対

して、その居宅を訪問し養育に関する相談、指導、

助言等を行う。その中で必要に応じて適切な相談機

関につなげる。 

   ○     

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

12 

子育て 

短期支援

事業 

保護者の疾病等により、児童を養育することが一時

的に困難となった場合、児童養護施設で短期間、児

童を預かる。その中で必要に応じて適切な相談機関

につなげる。 

   ○     



３４ 

 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 

ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

13 

利用者 

支援事業

（基本型） 

教育・保育・子育て支援事業、保健・医療・福祉等

の関係機関を円滑に利用できるよう、相談、情報提

供及び助言等を行う。その中で、必要に応じて適切

な相談機関につなげる。 
   ○     

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

14 

児童扶養

手当支給

事務 

児童扶養手当の支給。対象家庭が抱える問題に気づ

き適切な相談機関につなげる機会となり得る。 

   ○     

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

15 

災害遺児

手当支給

事務 

災害遺児手当の支給。その中で、対象家庭が抱える

問題に気づき適切な相談機関につなげる機会となり

得る。    ○     

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

16 

母子・父子

家庭等自

立支援給

付事業 

ひとり親家庭の母や父に対し、経済的自立に必要な

資格を取得することを支援するための給付を行う

（自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付

金）。対象家庭が抱える問題に気づき適切な相談機関

につなげる機会となり得る。 

   ○     

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

17 

母子生活

支援施設

運営費 

負担金 

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女

子と、その監護すべき児童の母子生活支援施設への

入所を実施し、入所施設の実施運営費を扶助するこ

とで、自立の促進のためにその生活を支援する。必

要に応じて適切な相談機関につなげる。 

   ○     

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

18 

ひとり親

家庭等 

ヘルパー 

派遣事業 

ひとり親家庭等に一時的に家事援助が必要になった

際、ヘルパーを派遣し生活の安定を図る。対象家庭

が抱える問題に気づき適切な相談機関につなげる機

会となり得る。 

   ○     

こども 

発達支援

センター 
19 

児童発達

支援、放

課後等デ

イサービ

ス事業 

障がい児及び障がいの疑いのある児童に対し日常生

活における基本的な動作の指導、集団生活への適応

訓練を行い、児童の健やかな育成を図る。その中で

対象者が抱える問題に気づき適切な相談機関につな

げる機会となり得る。 

   ○     

こども 

発達支援

センター 
20 

障害児 

相談支援

事業 

発達の遅れや障がいのある子どもとその家族に対

し、課題の解決や適切なサービスの利用ができるよ

う支援を行う。その中で対象者が抱える問題に気づ

き適切な相談機関につなげる。 

   ○     

保健所 

保健総務課 
21 

夜間急病

センター

運営 

センターにおいて、夜間に急病にかかった市民の診

療を行う。（一次救急医療） 対象者が抱える問題に

気づき適切な相談機関につなげる機会となり得る。 
   ○     

保健所 

保健総務課 
22 

在宅 

当番医制 

土曜日の午後、日曜日及び休日の日中に急病にかか

った市民の診療を行うため、市内医療機関が当番で

診療を行う（一次救急医療）。対象者が抱える問題に

気づき適切な相談機関につなげる機会となり得る。 

   ○     
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保健所 

保健総務課 
23 

精神障がい

者社会復帰

施設等通所

交通費補助 

精神障害者が社会復帰施設等に通所する際の交通費

の一部を助成することで経費負担の軽減を行う。社

会復帰施設等の居場所への参加につながる。 
   ○     

保健所 

保健総務課 
24 

自立支援

医療（育

成医療）

給付 

身体に障害のある児童に対して、生活機能を取り戻

すために必要な医療の給付を行う。その中で、対象

者が抱える問題に気づき適切な相談機関につなげる

機会となり得る。 

   ○     

保健所 

保健総務課 
25 

小児慢性

特定疾患

医療費の

支給認定

受付 

慢性特定疾患に罹患している児童に対して、医療を

給付する。その中で、対象者が抱える問題に気づき

適切な相談機関につなげる機会となり得る。 
   ○     

保健所 

保健総務課 
26 

精神障が

い者福祉 

サービス 

精神障がい者の自立した地域生活に必要な介護や訓

練等を行い、社会復帰及び社会経済活動への参加を

促す。その中で、対象者が抱える問題に気づき適切

な相談機関につなげる機会となり得る。 

   ○     

保健所 

保健総務課 
27 

精神障が

い者保健

福祉手帳

の申請 

受付 

精神障がい者の社会復帰の促進と社会参加の向上を

図るため、精神障がい者保健福祉手帳を交付する。

その中で、対象者が抱える問題に気づき適切な相談

機関につなげる機会となり得る。 
   ○     

保健所 

保健総務課 
28 

自立支援医

療（精神通

院）申請 

受付 

精神疾患を有する方に対する適正な医療の確保をす

るため、費用の自己負担を軽減する。その中で、対

象者が抱える問題に気づき適切な相談機関につなげ

る機会となり得る。 
   ○     

保健所 

保健総務課 
29 

特定医療

費の支給

認定受付 

治療が極めて困難な難病について、患者の医療費の

負担軽減を図る。その中で、対象者が抱える問題に

気づき適切な相談機関につなげる機会となり得る。 
   ○     

保健所 

保健総務課 
30 

母子健康

手帳の 

交付 

母子の健康保持を図るため母子健康手帳を交付。交

付の際に妊娠等に関する不安の有無等に関するアン

ケートや面接を実施。必要に応じて適切な関係機関

につなげる。 

   ○     

保健所 

保健総務課 
31 

医療安全

相談 

医療安全に関する相談に応じる。必要に応じて精神

保健福祉相談員等の相談につなげる。    ○     

保健所 

健康増進課 
32 

母親・両親 

教室 

妊婦とそのパートナーを対象に、妊娠・出産・育児

に関する知識を普及するとともに不安の解消や仲間

づくりの機会を提供。 

   ○     

保健所健 

康増進課 
33 

乳児家庭

全戸訪問 

生後 4 か月までの乳児のいる家庭を訪問して、育児

の相談に応じるとともに子育てに関する情報を提供

し、支援が必要な家庭は適切なサービスの提供につ

なげる。訪問時、アンケートにより産後うつ傾向の

ある産婦を早期に発見して早期治療につなげてい

く。 

   ○     
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保健所 

健康増進課 
34 

乳幼児 

健康診査 

4 か月児健診、10 か月児健診、1 歳 6 か月児健診、3

歳児健診の実施。保護者との面接やアンケートから、

必要に応じて関係機関と連携して支援を継続する。 

   ○     

保健所 

健康増進課 
35 

テレホン

育児電話

相談 

乳幼児の子育てや育児に関する不安に応じる。必要

に応じて関係機関を紹介するなど連携して支援を継

続する。 

   ○     

保健所 

健康増進課 
36 

小児歯科

相談 

歯科健診、相談、ブラッシング指導、希望者へのフ

ッ化物塗布等を実施。歯科健診、相談の中で、必要

に応じて関係職種と連携して支援を継続する。 

   ○     

保健所 

健康増進課 
37 

離乳食 

講習会 

離乳食についての知識・進め方についての教室を実

施。離乳食に関する不安の軽減と仲間づくりを図る。 
   ○     

保健所 

健康増進課 
38 家庭訪問 

家庭訪問を行い個別の相談に応じることで、健康の

保持・増進、不安の解消を図り、必要に応じて関係

機関を紹介するなど連携して支援を継続する。 

   ○     

保健所 

健康増進課 
39 健康相談 

健康に関する個別の相談に応じて、必要な助言、指導を行う。必要

に応じて関係機関を紹介するなど連携して支援を継続する。 
   ○     

保健所 

健康増進課 
40 

エイズ・性

感染症相談 

エイズや性感染症等に関する電話相談や検査を実施

する。必要に応じて適切な相談機関につなげる。 
   ○     

保健所 

健康増進課 
41 

精神保健

福祉相談

事業（こ

ころの健

康相談） 

市民からの相談に応じ、精神的健康の向上、精神疾

患の早期発見、精神科医療への導入などを行う。 

   ○     

保健所 

健康増進課 
42 

精神障が

い者デイ

ケア事業 

精神障がい者やひきこもり青年等の社会復帰支援の

ため、学習や体験などを行う。居場所づくりにつな

がる。 

   ○     

建設部 

建築住宅課 
43 

公営住宅 

事務 

公営住宅の管理事務・公募事務を行う。対象者の抱

える問題の早期発見と対応の機会になり得る。    ○     

建設部 

公園緑地課 
44 公園巡視 

公園の遊具等の定期点検のほか、パトロール車によ

る巡視を随時実施し、公園環境の整備を行う。    ○     

教育部 

学校教育

支援室 

（指導担当） 

45 就学事務 

新入学や転校・指定校変更にかかる事務。子どもや

家族が抱える問題に気づき適切な相談機関につなげ

る機会となり得る。 
   ○     

病院局 

小樽市立

病院 

46 病院運営 

自殺のリスクの高い疾患を有する患者等に適切な医

療、ケアを提供する。    ○     

消防本部 47 火災予防 
安全で安心な生活が送れるよう、住宅用火災報知機

の設置の普及に努める。 
   ○     
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生活環境部

生活安全課 
1 

人権相談

業務 

“人権の花運動”などを含む各種活動について法務

局と連携して広報・啓発を行い、人権擁護委員協議

会が応じている｢人権相談」の周知を行う。     ○ ○ ○ ○ 

生活環境部

地域住民

組織担当 

2 

小樽市 

総連合町会

補助金 

総連合町会に加入している町内会に対し、地域の青

少年育成活動に対する助成金を交付。地域における

子どもに対する見守り体制の強化につながる。   ○  ○    

生活環境部

青少年課 
3 

街頭補導 

業務 

青少年の非行防止や健全育成のため、青少年センタ

ーが行う街頭補導業務。問題を抱えている青少年を

早期に発見して支援につなげる機会となり得る。     ○    

福祉部 

地域福祉課 
4 

民生児童 

委員協議 

会補助金 

要援護者の福祉向上のため、活動及び組織の充実強

化を図る。児童民生委員は、地域で困難を抱えてい

る方に気づき適切な相談につなげることが可能。 ○    ○ ○ ○  

福祉部 

障害福祉課 
5 

居宅訪問 

型児童発 

達支援 

重症の障害があり、外出することが困難な障害児に

対し、訪問することで発達支援の機会を確保する。

訪問の中で必要に応じて適切な相談機関につなげる

ことが可能。 
    ○    

福祉部 

障害福祉課 
6 

放課後等 

デイサー 

ビス 

学校通学中の障害児に対して、生活能力向上のため

に訓練する。その中で必要に応じて適切な相談機関

につなげることが可能。     ○    

福祉部 

子育て支援室 

こども 

育成課 

教育部 

生涯学習課

生活環境部 

勤労女性

センター 

7 

放課後児

童健全育

成事業費 

（放課後

児童 

クラブ） 

小学生で授業の終了後に保護者が家を留守にしてい

る等監護を受けることができない家庭の児童に適切

な遊び及び生活の場を提供して、その健全な育成を

図ることを目的に、市内の小学校や勤労女性センタ

ー、塩谷児童センターにおいて放課後児童クラブを

開設している。その中で児童や保護者の抱える問題

に気づいた場合には、早期に適切な相談機関につな

ぐ等の対応が取れるようになる可能性がある。 

○    ○    

福祉部 

子育て支援室 

こども福祉課 
8 

推進月間

における

啓発活動 

厚生労働省において毎年 11月を「児童虐待防止月間」

と位置づけており、児童虐待問題に関する社会的関

心の喚起を図るため行う。相談機関等の情報周知と

なる。 

  ○  ○    

福祉部 

子育て支援室 

こども福祉課 
9 

家庭児童

相談員 

設置 

児童の性格、生活習慣、学校生活、不登校、非行等

について児童や家族から相談を受ける。対象家庭が

抱える問題に気づき適切な相談機関につなげる機会

となり得る。 

    ○    



３８ 

 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 

ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

保健所 

健康増進課 
10 

小・中学

校、高等

学校での

健康教育 

小・中学校、高等学校に出向き、命の大切さ、喫煙

や薬物乱用等に関する健康教育を実施。自分を大切

にすること及び困難に直面した時にＳＯＳを出すこ

とについて伝えていく。 

  ○  ○    

教育部 

学校教育

支援室 

(指導担当) 

11 

いじめ防止 

キャン 

ペーン 

啓発資料の配付や研修会等の実施により、いじめ防

止対策を推進する。いじめにあった際の相談先の情

報等の周知となる。 
  ○  ○    

教育部 

学校教育

支援室 

(指導担当) 

12 

スクール

カウンセ

ラーの 

配置 

児童生徒や保護者、教職員に対してカウンセリング

を行う。必要に応じて適切な相談機関につなげる。 
    ○    

教育部 

学校教育

支援室 

(指導担当) 

13 
教育支援 

センター 

教育支援コーディネーターが、学校と連携しながら

家庭訪問等を通じて教育相談や学習支援を行う。そ

の中で子どもや家族が抱える問題に気づき適切な相

談機関につなげる機会となり得る。 

    ○    

教育部 

学校教育

支援室 

(指導担当) 

14 

小樽市 

教育支援

委員会に

よる 

教育相談 

心身に障がいがあると思われる小中学生及び就学予

定児童の適切な教育支援を行う。その中で子どもや

家族が抱える問題に気づき適切な相談機関につなげ

る機会となり得る。 

    ○    

教育部 

生涯学習課 
15 

父母と 

教師の会

補助金 

保護者等に対する各種研修会の実施や子どもの登下

校の安全等に係る注意喚起・情報提供を行う。相談

先についての情報周知を図ることができる。 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

  

教育部 

生涯学習課 
16 

教育支援

活動推進

事業 

地域コーディネーターの活用による、学校支援ボラ

ンティアの配置、地域子ども教室の開催、家庭教育

支援の充実を実施。子どもの居場所づくりにつなが

る。 

○    ○    

 

重点施策① 高齢者対策 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 

ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

生活環境部

生活安全課 
1 

各種相談

業務 

法律に関するあらゆる問題に弁護士が応じる｢法律

相談｣、悩み･心配事の相談に調停経験者が応じる「身

の上相談」、官公庁に関する意見･要望に行政相談員

が応じる｢くらしの行政相談｣などを実施。 

     ○ ○ ○ 

生活環境部

生活安全課 
2 

人権相談

業務 

“人権の花運動”などを含む各種活動について法務

局と連携して広報・啓発を行い、人権擁護委員協議

会が応じている｢人権相談」の周知を行う。 

    ○ ○ ○ ○ 



３９ 

 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 

ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

医療保険部

介護保険課 
3 

地域住民

グループ

支援事業 

地域住民等による自主グループ（おおむね 65歳以上

で 10人以上の介護予防を目的に集まった団体）への

活動費の助成。高齢者の居場所づくりとなる。 
○ 

    
○   

医療保険部

介護保険課 
4 

在宅寝た

きり高齢

者等理美

容サービ

ス事業費 

寝たきりで理美容を受けるのが困難な高齢者及び身

体障害者宅へ理美容師が訪問し、理美容サービスを

行う。その中で高齢者とその家族が抱える問題に気

づき適切な相談機関機関」につなげることが可能。 

     ○   

医療保険部

介護保険課 
5 

地域包括

支援セン

ター運営

事業 

地域包括支援センターにおいて、業務（総合相談支

援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジ

メント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務等）

の中で、必要に応じて適切な相談につなげる。 

○ 
    

○   

医療保険部

介護保険課 
6 

家族介護

教室 

介護サービスの概要、家族の負担にならない介護用

品の使用方法や調理方法などを講習形式で情報提供

する。その中で高齢者とその家族が抱える問題に気

づき適切な相談機関につなげる機会となり得る。 

     ○   

医療保険部

介護保険課 
7 

認知症 

高齢者 

見守り 

事業 

地域住民を対象に認知症を正しく理解し、認知症高

齢者及びその家族を支える認知症サポーターを養成

する。また、「認知症の人を支える家族の会」等との

連携により、認知症サポーターを養成するに当たり

必要な講師（キャラバン・メイト）をフォローアッ

プするための連絡会を開催している。サポーターの

養成は、地域の中で問題を抱えている方を発見する

気づき役の拡充につながる。 

○ ○ 
   

○   

医療保険部

介護保険課 
8 

認知症地

域支援・

ケア向上

事業 

認知症カフェの事業を実施している団体又は事業を

開始しようとする団体に補助金を交付する方法で実

施する。 また、認知症のケア向上を図るための相談

支援等を行う認知症地域支援推進員を各包括支援セ

ンターに配置している。認知症高齢者の居場所づく

りであるとともに、高齢者やその家族が抱える問題

に気づき適切な相談機関につなげることが可能。 

○ ○    ○   

医療保険部

介護保険課 
9 

介護予防 

・生活支

援サービス

事業 

（訪問型 

サービス） 

介護給付の訪問介護相当サービスの提供。サービス

の提供の中で、高齢者とその家族が抱える問題に気

づき適切な相談機関につなげることが可能。 
     ○   

医療保険部

介護保険課 
10 

介護予防 

・生活支

援サービス

事業 

（通所型

サービス） 

介護給付の通所介護相当サービスの提供。居場所づ

くりであるとともに、高齢者とその家族が抱える問

題に気づき適切な相談機関につなげることが可能。 
     ○   

医療保険部

介護保険課 
11 

介護予防

サポーター

養成事業 

①介護予防サポーター養成講座（年 1 回直営）②フ

ォローアップ講座（年 1 回直営）③新規地域版介護

予防教室の運営支援（地域包括支援センターへ委

託）。サポーターの養成は、地域で問題を抱える方を

発見する気づき役の拡充につながる。 

○ ○    ○   



４０ 

 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 

ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

医療保険部

介護保険課 
12 

高齢者 

虐待防止

ネットワ

ーク事業 

高齢者虐待に適切に対応するため、高齢者虐待防止

ネットワーク会議を開催し、関係団体との連絡調整

や情報交換を実施し、関係機関の連携体制強化を図

る。 

○ ○    ○   

医療保険部

介護保険課 
13 

在宅医療 

・介護 

連携推進

事業 

小樽市医師会など関係機関で構成する「おたる地域

包括ビジョン協議会」と連携して取り組み、医師会

に業務委託することで医療と介護の連携に関する事

業を実施する。連携体制の強化となる。 

○     ○   

医療保険部

介護保険課 
14 介護相談 

高齢者とその家族の悩みごとや介護保険等に関する

総合相談。必要に応じて適切な相談機関を紹介しつ

ないでいく。 

     ○   

福祉部 

地域福祉課 
15 

民生児童

委員協議

会補助金 

要援護者の福祉向上のため、活動及び組織の充実強

化を図る。児童民生委員は、地域で困難を抱えてい

る方に気づき適切な相談につなげることが可能。 ○    ○ ○ ○  

福祉部 

地域福祉課 
16 

高齢者見

守りネッ

トワーク

事業費 

見守り意識の醸成と緊急時のルールづくりの周知を

目的に研修会等を開催。見守りネットワークが充実

することにより、地域で問題を抱える家庭を早期に

発見して支援につなげることが可能となる。 
○     ○   

福祉部 

地域福祉課 
17 

ふれあい

パス 

事業費 

高齢者の積極的社会参加を支援する。高齢者の居場

所づくりにつながる。      ○   

福祉部 

地域福祉課 
18 

スポーツ

大会開催

事業費 

老人クラブの会員を対象に心身のリフレッシュと健

康増進、クラブ間の友好を目的としており、高齢者

の居場所づくりにつながる。      ○   

福祉部 

地域福祉課 
19 

老人クラブ 

運営費 

補助金 

各老人クラブへ、生きがいづくりを目的に各種活動、

健康づくりに係る経費を補助しており、高齢者の居

場所づくりにつながる。 ○     ○   

福祉部 

地域福祉課 
20 

老人クラブ 

連合会 

補助金 

単位老人クラブの連合会に自主活動の推進と事務局

体制の強化を目指している。高齢者の居場所づくり

につながる。 
○     ○   

福祉部 

地域福祉課 
21 

福祉除雪

サービス

事業費 

高齢者世帯等に冬季間の生活路等の確保など、日常

生活の安全確保を目的としている。 

 

     ○   

福祉部 

地域福祉課 
22 

成年後見

センター 

関係経費 

判断能力に欠ける方の生活を保障し、権利擁護を推

進する。 

 

     ○   

福祉部 

地域福祉課 
23 

地域生活

支援事業 

判断能力に欠ける方の生活を保障し、権利擁護を推

進する。 
     ○   

保健所 

健康増進課 
24 健康教育 

疾病の予防及び健康の保持増進、メンタルヘルス等

に関する知識を普及する。心の健康に関する知識や

各種相談機関についての情報を提供。 

  ○   ○  ○ 



４１ 

 

重点施策② 生活困窮者対策 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 
ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

生活環境部 

生活安全課 
1 

各種相談

業務 

法律に関するあらゆる問題に弁護士が応じる｢法律

相談｣、悩み･心配事の相談に調停経験者が応じる「身

の上相談」、官公庁に関する意見･要望に行政相談員

が応じる｢くらしの行政相談｣などを実施。 

     ○ ○ ○ 

生活環境部 

生活安全課 
2 

人権相談

業務 

“人権の花運動”などを含む各種活動について法務

局と連携して広報・啓発を行い、人権擁護委員協議

会が応じている｢人権相談」の周知を行う。 

    ○ ○ ○ ○ 

生活環境部 

生活安全課 
3 

多重債務

特別相談

業務 

多重債務に関する相談窓口を設置し、必要に応じて

弁護士などを紹介する。       ○  

医療保険部 

保険収納課 
4 

徴収の 

緩和制度と

しての保険

料納付相談 

住民から保険料納付に関する相談を受け付ける。対

象者の抱える問題の早期発見と対応の機会になり得

る。 
      ○  

医療保険部 

保険収納課 
5 

保険料の

収納 

滞納者に対する納付勧奨、相談。対象者の抱える問

題の早期発見と対応の機会になり得る。       ○  

福祉部 

地域福祉課 
6 

民生児童

委員協議

会補助金 

要援護者の福祉向上のため、活動及び組織の充実強

化を図る。児童民生委員は、地域で困難を抱えてい

る方に気づき適切な相談につなげることが可能。 

○    ○ ○ ○  

福祉部 

生活支援課 
7 

生活保護

受給者 

自立支援 

事業 

生活保護を受給している、ひとり親世帯やひきこも

りの家族を抱える世帯等に対し、日常生活や社会生

活における自立支援を行う。その中で家族が抱える

問題に気づき適切な相談機関につなげることが可

能。 

      ○  

福祉部 

生活支援課 
8 

被保護者

就労支援 

事業 

15歳以上65歳未満(高校就学者は除く)の生活保護受

給者等を対象に就労支援を行う。       ○ ○ 

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

9 

母子父子

寡婦福祉

資金貸付 

（北海道の

事業の相談、 

受付） 

ひとり親家庭の経済的自立を助け、扶養している子

の福祉を増進することを目的として、修学資金など

各種貸付を行う。対象家庭が抱える問題に気づき適

切な相談機関につなげる機会となり得る。 
      ○  

福祉部 

子育て支援室 

こども 

福祉課 

10 

母子・ 

父子自立

支援員 

設置 

ひとり親家庭の生活全般に関すること、母子・父子・

寡婦福祉資金の貸付等の相談対応を行う。必要に応

じて適切な相談機関につなげる。 
      ○  

生活 

サポート 

センター 

11 

生活困窮

者自立支

援事業

（自立相

談支援 

事業） 

相談支援員や就労支援員が、相談者の悩みを聞いた

上で支援プランを作成し、解決方法を検討。また、

就労を目指す方の就労体験や就労訓練を受入れても

らえる企業を探し、自立促進を図る。 
      ○  

生活 

サポート 

センター 

12 

生活困窮

者自立支

援事業 

（住居確保

給付金） 

仕事を失った後、住むところがなくなった方や、そ

の恐れがある方に対して３か月を限度として、家賃

に当たる額（生活保護基準まで）を支給し、自立促

進を図る。 

      ○  



４２ 

 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 
ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

生活 

サポート 

センター 

13 

生活困窮

者自立支

援事業

（就労 

準備支援 

事業） 

働いた経験がない方やひきこもりの方など、すぐに

仕事に就くことが難しい方に対して、生活改善や社

会生活への参加などの訓練を行うことで、最終的に

仕事に就けるよう支援を行う。 
      ○ ○ 

建設部 

建築住宅課 
14 

公営住宅

家賃滞納

整理対策 

公営住宅の滞納使用料の効率的収納と自主納付を促

進し、住宅使用料収納率の向上を図るため、指定管

理者に委託し、滞納整理を行っている。 

      ○  

建設部 

建築住宅課 
15 

公営住宅

建設事業 

住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃

貸することにより、住民の生活の安定と社会福祉の

増進に寄与することを目的に公営住宅を建設する。 

      ○  
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重点施策③ 勤務・経営対策 

担当課 № 事業名等 自殺対策の視点を踏まえた事業内容 

関連施策 

ネ 

ッ 

ト 

ワ 

｜ 

ク 

の 

強 

化 

人

材 

の 

育 

成 

 

啓 

発 

と 

周 

知 

生

き

る 

支

援 

児

童 

生

徒 

高

齢

者 

生

活

困

窮

者 

勤

務 

・

経

営 

総務部 

職員課 
1 

健康相談、

新任研修、

健診後事、

掲示板を用 

いて啓発等 

心身状態の確認、知識の普及啓発、相談などの健康

管理業務を通して、職員の心身の健康の維持増進を

図る。  ○      ○ 

産業港湾部

商業労政課 
2 

労働者 

地元定着

事業 

若年者の就労支援、地元定着を図るため、企業説明

会や就職サポート実践講座などを開催。若年者の地

域定着を図るとともに就労に向けた支援を行う。 

       ○ 

産業港湾部

商業労政課 
3 

高校生 

就職スキ

ルアップ

支援事業 

就活セミナー・企業見学会・インターシップ・個別

就職相談などを通して、高校生の就職希望者の就職

率及び定着率の向上を図る。 
       ○ 

産業港湾部

産業振興課 
4 

経営基盤

強化事業 

金融機関との協調融資などを実施し、市内中小企業

者の設備近代化や経営安定化を図る。        ○ 

生活環境部

生活安全課 
5 

各種相談

業務 

法律に関するあらゆる問題に弁護士が応じる｢法律

相談｣、悩み･心配事の相談に調停経験者が応じる「身

の上相談」、官公庁に関する意見･要望に行政相談員

が応じる｢くらしの行政相談｣などを実施。 

     ○ ○ ○ 

生活環境部

生活安全課 
6 

人権相談

業務 

“人権の花運動”などを含む各種活動について法務

局と連携して広報・啓発を行い、人権擁護委員協議

会が応じている｢人権相談」の周知を行う。 

    ○ ○ ○ ○ 

福祉部 

生活支援課 
7 

被保護者

就労支援

事業 

15歳以上65歳未満(高校就学者は除く)の生活保護受

給者等を対象に就労支援を行う。       ○ ○ 

生活 

サポート 

センター 

8 

生活困窮

者自立支

援事業 

（就労 

準備支援

事業） 

働いた経験がない方やひきこもりの方など、すぐに

仕事に就くことが難しい方に対して、生活改善や社

会生活への参加などの訓練を行うことで、最終的に

仕事に就けるよう支援を行う。 
      ○ ○ 

保健所 

健康増進課 
9 健康教育 

疾病の予防及び健康の保持増進、メンタルヘルス等

に関する知識を普及する。心の健康に関する知識や

各種相談機関についての情報を提供。 

  ○   ○  ○ 

教育部 

教育総務課 
10 

学校職員

ストレス

チェック 

労働安全衛生法に基づき、学校職員等のストレスチ

ェックを実施し、メンタル不調の未然防止を図る。  ○      ○ 

教育部 

教育総務課 
11 

学校職員

安全衛生

管理事業 

労働安全衛生法に基づき、健康管理医を任命し、教

職員の健康管理を行う。  ○      ○ 
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２ 関係機関による取組                               

  

団 体 名 事 業 名 事 業 内 容 

札幌法務局小樽支局 人権困りごと相談 人権問題、その他日常生活の中の様々な

問題の困りごと相談 

小樽市社会福祉協議会 ふれあい相談 主に福祉・介護に関する相談。 

対象に限定なし。 

小樽市社会福祉協議会 物資支援 貸付相談、たるさぽ相談に来た方で、主

に緊急的な食料、灯油等の支援を要する

方に当該物資を支援（買い物同行）。 

小樽市社会福祉協議会 たるさぽ相談 生活困窮者自立支援事業を小樽市から受

託し、相談員２名が相談支援。 

小樽市社会福祉協議会 ひとり親世帯等 

支援金贈呈 

経済的に困窮し、申請のあったひとり親

世帯等に一時金を支給支援（１世帯当た

り６,０００円、子どもの人数に応じて定

額加算）。 

癒しの会 癒しの会 自死遺族の思いを語る集いを開催。 
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３ 「第 2 次健康おたる２１」中間評価アンケート調査結果（平成 28 年度実施） （抜粋）            

 

① 睡眠の状況について 

 18.7％の市民が睡眠により休養が十分にとれていないと回答しています。 

 

～睡眠で休養がとれている割合～ 

 

② ストレスの対処について 

 ストレスや悩みの相談について、「あまりしない」「しない」と回答した市民が 48.7％でし

た。 

 

～ストレスや悩みを周囲に相談している割合～ 
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③ 不満、悩み、ストレスについて  

直近 1 か月に不満、悩み、ストレスが「大いにある」「多少ある」と６３.３％の市民が回答

しています。年代別では 20 歳代の 92.0％、30 歳代の 86.4％が「大いにある」「多少ある」

となっています。 

 

～不満、悩み、ストレスの状況～ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ストレスの対処について 

27.8％の市民が「ストレスの対処法がない」と回答しています。 

 

～ストレス解消法の有無～ 
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４ 小樽市自殺対策協議会設置要綱                              

 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）の規定に基づき、関係機関及び関係団体が

連携し、本市における自殺対策を総合的に推進し、自殺防止を図るため、小樽市自殺対策協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）自殺対策計画に関すること。 

（２）自殺対策の推進について、関係機関及び関係団体等の連携と協力に関すること。 

（３）前２号に揚げるもののほか、自殺対策の推進に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員 25 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に揚げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１）学識経験者 

 （２）関係機関又は関係団体の推薦を受けた者 

 （３）公募市民 

 （４）前３号に揚げるもののほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれの委員の互選によりこれらを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下単に「会議」という。）は、会長が招集し、会長はその議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員（議長である委員を除く。）の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（委員以外の者の会議への出席） 

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局は、保健所健康増進課に置く。 
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（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年６月１５日から施行する。 
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５ 小樽市自殺対策推進会議設置要綱                                 

 

（目的及び設置） 

第１条 本市の自殺対策を推進することを目的とし、小樽市自殺対策推進会議（以下「推 

進会議」という。）を設置する。 

（業務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる業務を行う。 

（１） 自殺対策推進のための計画策定に向けての検討と協議 

（２） 自殺対策推進のための情報交換 

（３） 自殺対策推進のための取組の検討 

（４） 実施事業報告及び評価 

（５） その他、自殺対策推進に必要な事項 

（組織） 

第３条 推進会議は、別表の課長等をもって組織する。 

２ 推進会議に委員長、副委員長を置く。 

３ 委員長は保健所次長とし、副委員長は、互選とする。 

４ 推進会議は必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を加えることができる。 

（会議） 

第４条 委員長は、推進会議を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、特別の事情があるときは、委員長の職務を代理する。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、推進会議を開催する。 

（事務局） 

第５条 推進会議の事務局は、健康増進課が行う。 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は委員長が別に 

定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年５月８日から施行する。 
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６ 小樽市自殺対策協議会 委員名簿                           

 

平成 30 年 12 月 12 日 

NO 氏  名 所  属 役職等 

1 内田
う ち だ

 啓
のり

仁
ひと

  ◎ 医療法人北仁会石橋病院 副院長 

2 鈴木
す ず き

 敏夫
と し お

 一般社団法人小樽市医師会 副会長 

3 高村
たかむら

 佳
よし

明
あき

 一般社団法人小樽市歯科医師会 専務理事 

4 北川
きたがわ

 敦子
あ つ こ

 小樽薬剤師会 理事・総務部長 

5 大橋
おおはし

 とも子
こ

 〇 北海道看護協会小樽支部 支部長 

6 西野
に し の

 博
ひろ

孝
たか

 小樽市総連合町会 常任理事 

7 松本
まつもと

 康
こう

志
じ

 小樽市民生児童委員協議会 副会長 

8 廣瀬
ひ ろ せ

 堅一
けんいち

 小樽市 PTA 連合会 会長 

9 吉田
よ し だ

 幸子
ゆ き こ

 小樽・北しりべし消費者センター 相談員 

10 清水
し み ず

 美沙子
み さ こ

 癒しの会（自死遺族の思いを語る集い）  

11 三船
み ふ ね

 貴史
た か し

 社会福祉法人小樽市社会福祉協議会 常務理事・事務局長 

12 嶋
しま

影
かげ

 保孝
やすたか

 一般社団法人北海道精神保健福祉士協会 会員 

13 本間
ほ ん ま

 悦子
え つ こ

 小樽市南部地域包括支援センター 管理者 

14 田中
た な か

 敦
あつし

 
NPO 法人レター・ポスト・フレンド 

相談ネットワーク 
理事長 

15 石川
いしかわ

 誠
せい

一郎
いちろう

 連合北海道小樽地区連合会 事務局長 

16 前田
ま え だ

 祐
さち

成
まさ

 小樽公共職業安定所 所長 

17 朝井
あ さ い

 寛
ひろ

幸
ゆき

 小樽労働基準監督署 安全衛生課長 

18 宮澤
みやざわ

 知
さとる

 小樽市校長会 事務局長 

19 伊藤
い と う

 良
りょう

平
へい

 小樽市内高等学校長会  

20 岩崎
いわさき

 貴郎
よしろう

 札幌方面小樽警察署 生活安全課長 

21 山田
や ま だ

 聡
さとし

 札幌法務局小樽支局 支局長補佐 

22 三品
み し な

 雅彦
まさひこ

 市民委員  

23 安本
やすもと

 光子
み つ こ

 市民委員  

                   ※ ◎は会長、〇は副会長    （順不同 敬称略）



 

 

 

 

 

生きるを支え合うまち小樽を目指して  

小樽市自殺対策計画 

平成３１年〇月 

小樽市保健所 

小樽市富岡１－５－１２ 

℡０１３４-２２-３１１０ 


